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１．はじめに 

 

 近年、費用の高い欧州出願（ＥＰ出願）を回避して、市場規模が大きく、かつ権利行使

しやすいドイツ出願を選択する出願人が増えている。ドイツ特許商標庁が公表した２０１

８年年報によると、日本出願人によるドイツ特許出願は、前年比で約１０%増の８、０１３

件であった。この出願件数は、国別ではドイツ（４６，６０９件）に次ぐ２位である。 

 

 現下のコロナ禍を発端とする景気後退によって、ＥＰ出願の代替としてのドイツ出願が

さらに注目される可能性がある。それゆえ、ドイツ出願のデメリットとその対策を把握し

ておくことには大きな意義がある。 

 

 一般に、ドイツ出願のメリットとして以下①～④が挙げられる。 

① ドイツ語翻訳を考慮してもＥＰ出願よりも低コストである。 

② 審査請求期間が長く（出願から７年）、権利化要否の判断を遅らせることができる。 

③ 特許および実用新案登録とで同一の発明の権利化が可能である。 

④ ＥＰ出願よりも補正が認められやすい。 

 

 これに対して、ドイツ出願のデメリットは、ＥＰ出願よりも審査期間が長期化しやすい、

という点が挙げられる。あるドイツ弁護士は、「ドイツ特許出願は、審査請求から最初の拒

絶理由通知まで平均２年を要し、ＥＰ出願よりも審査期間が長い」とコメントしている。 

 

 本資料では、ドイツにおいて早期の権利化を実現する幾つかの手段を紹介する。 
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